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5 復旧活動 ※

6 求職活動中 8
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虐待 ※

DV ※

9
その他町長が
認める事由 ※

区分 調整 該当

町内 50 □

町外 20 □

10 □

5 □

8 □

5 □

8 □

※ □

5 □

10 □

※ □

※ □

5 □

5 □

30 □

（母）基本 調整点

細目

就労1

申し込み時点で採用予定である

令和８年度北谷町保育所等入所基準表

備考

月64時間以上の就労を
常態とする

月160時間以上

月140時間以上160時間未満

月120時間以上140時間未満

月90時間以上120時間未満

月64時間以上90時間未満

・就労証明書で確認
・自営業・フリーランスの方は、
①税申告書、②営業許可証、③開業届等の
拳証資料のいずれかの写し

【基本指数】

児童氏名

令和　 　　年　　 　　月　　 　　日

認定（保育の実施終了日）

2 妊娠・出産 産前2か月・産後8週　（　出産予定日：令和　　　　　年　　　月　　　日　） 30

①学校教育法で定める学校、専修学
校その他の各種学校およびこれら
に準ずる教育施設に在学している。
②公共職業能力開発施設で行う職
業訓練を受けている。

申し込み時点で就学予定である

要介護3

要介護2

要介護1

介護認定

4

3

おおむね1ヶ月以上の入院加療を要するとの医者の診断

疾病・負傷 通院治療を行い、常に安静を要するなど保育不可との医師の診断

上記以外で通院治療が必要であり、保育に支障がある

身体障害者手帳1・2級／療育手帳A1・A2　等

身体障害者手帳4級以下／療育手帳B2　等

障害

疾病・障害

歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介助が必要

精神的な疾患により情動がきわめて不安定なため常時の看護が必要

精神的な疾患により情動が不安定なため一部の看護が必要

日常生活全般に動作能力が低下しており、介助なしでの生活は困難

歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などにほぼ全面的な介助が必要

歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介助が必要看護介助
証明書

同居親族の
看護・介護

同居していない親族の看護・介護は対象外

身体障害者手帳3級／療育手帳B1　等

診断書（保護者用）で確認
手帳・・・所持している障害者手帳等による
①身体障害者手帳
②精神障害者保健福祉手帳
③療育手帳　等
●診断書と手帳の両方提出のある場合は点
数の高い方を採用

児童虐待を回避する上で保育が必要との通知がある場合

DV被害のため保育が困難である場合
8

1ヵ月を超える期間、震災、風水害、火災、その他災害の復旧に当たる場合

求職活動または起業準備を行っている場合

月160時間以上
月140時間以上160時間未満
月120時間以上140時間未満
月90時間以上120時間未満
月64時間以上90時間未満

在学証明書及び時間割などの資料が必要　　　通
信制、短時間の習い事、塾、教室等は適用外

保護者（父または母）の単身赴任 別住者の就労証明書の就労先住所で確認

保育士等

　　　　　　　　　点+ + 　　　　　　　　　点

児
童
・
施
設

＝

保育料に滞納がある世帯

申込児童が多胎児

兄弟姉妹が同時に同施設入所希望での申込

連携施設以外の施設へ申込む小規模保育事業などの卒園児童

兄弟姉妹が在園中の園を第一希望にしている
在園中の兄弟姉妹が卒園・転園予定の場合は適用し
ない

社会的養護が必要な児童（里親家庭など）

滞納が解消されない場合、保育所への入所が認めら
れないことがあります。

障害者がいる世帯（住民票同一世帯）　　　　　　　　 障害者手帳の写し

特別支援保育対象児童である

10 □

（父）基本

　　　　　　　　　点

保育必要量

標　　・　　　短

合計

　　　　　　　　　　　　　　　　点

児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書の写し等　　※
事実上離婚状態にある場合は申立書・裁判所発行の書類の
写し等

若年世帯（保護者の年齢が20歳未満の世帯） 令和8年４月1日時点の年齢

生活保護世帯 生活保護受給証明書の写し等

優先利用事項。対応可能な園で調整。

ひとり親世帯（父母が事実上離婚状態にある場合も含む） 50

月64時間以上１２０時間未満就労し、かつ障害者手帳を所持している 障害者手帳の写し (父母それぞれ）

生年月日

令和　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日

当初年齢

歳

保育施設等で就労中、または採用予定
※ベビーシッターは対象外

子育て支援員

就労証明書に加え、
保育士証または免許状で確認する。
子育て支援員は、支援員研修修了証書で確認

児童福祉の観点から、北谷町長が特に保育の必要性が高いと判断した場合

□

優先利用事項。対応可能な園で調整

※罹災証明書等の資料で判断する

要介護4・5

【調整指数】

内容 備考

就学・職業訓練7

世
帯
・
保
護
者

就労証明書で復帰予定を確認育児休業から復帰予定（※入所した翌月１日までに復帰すること。）


